
令和４年度八戸港新規・シフト貨物集貨促進事業補助金交付要領 
 
（目的） 

第１条 この要領は、八戸港国際物流拠点化推進協議会が、八戸港におけるコン

テナ輸出入に要する経費の一部を補助することにより、地域における貿易活

動の拡大に寄与するとともに、八戸港コンテナ航路（以下「航路」という。）

の更なる利用促進を図ることを目的とする。 
 
 （補助対象） 
第２条 補助金は、日本国内に事業所を有する荷主（船荷証券に記載されている

輸出入者又は船荷証券に記載のない最終荷主等をいう。以下同じ。）が、補助

金の交付の対象となる期間（以下「補助対象期間」という。）に航路を利用し

て輸出入を行い、次号に規定する補助対象に該当する場合に交付するものと

する。ただし、輸出入貨物が小口混載貨物の場合は補助の対象としない。 
(1) ［新規利用荷主］ 補助対象期間と同期間の過去２年間に、八戸港でのコン

テナ航路における取引がなく、補助対象期間における取扱量が１TEU 以上

あること。 
(2) ［シフト貨物取扱荷主］ 補助対象期間における八戸港での取扱量を、前年

同期比で増加させたもののうち、前年他港を利用した貨物を八戸港利用に切

り替えたもの。但し、同一品目に限る。 
２ 前項に規定する貨物のうち、次の各号に該当する貨物がある場合には補助

額に加算して補助する。 
 (1) ［リーファーコンテナ加算］ リーファーコンテナの取扱量に応じて補助

する。 
(2) ［陸送費加算］ 貨物の出荷又は納品先と八戸港コンテナターミナル間が直

線距離で 30 ㎞以上離れている貨物の輸出入に対して、輸送に要するトラッ

ク、トレーラー等での輸送料及びそれに付帯する電源シャーシ利用料等（た

だし、海上コンテナへの積込及び荷卸に要する経費及び倉庫保管料等を除

く。）に対して補助する。 
(3) ［横浜港利用加算］ 八戸港と横浜港間を就航する国際フィーダー航路を利

用した取扱量に応じて補助する。 
３ 補助対象期間は、令和４年１月１日から令和４年 12 月 31 日までとする。

但し、前項第３号横浜港利用加算は令和４年７月１日から令和４年 12 月 31
日とする。 

 
 （補助金の額） 
第３条 補助金の額は、次の各号のとおりとする。 

(1) ［新規・シフト貨物集貨促進事業］ 新規荷主は当年取扱量について、継続

利用荷主においては増加させる取扱量のうち補助対象期間において八戸港

へ切り替えた取扱量について、１TEU 当たり 20,000 円とする。１荷主当た

りの補助限度額は 375 万円（横浜港利用加算を除く加算額を含む。）とする。 
(2) ［リーファーコンテナ加算］ 前条第２項第１号に該当する取扱量につい



て、１TEU 当たり 2,500 円を加算する。 
(3) ［陸送費加算］ 前条第２項第２号に該当する経費の３分の１以内の額

（1,000 円未満の端数は切り捨て。）とする。ただし１TEU 当たりの補助限

度額は 15,000 円とする。 
(4) ［横浜港利用加算］ 前条第２項第３号に該当する取扱量について、１TEU
当たり 15,000 円を加算する。１荷主当たりの補助限度額は 150 万円とする。 

２ 前項の規定に関わらず、補助金の交付申請額の合計が予算額を超える場合

は、予算の範囲内で補助金額を決定し、交付するものとする。 
 
（交付申請） 

第４条 補助金の交付を受けようとする荷主（以下「申請者」という。）は、補

助事業を計画したときは、令和４年 11 月 30 日までに必要書類を添えて、次

の各号に掲げる書類を会長に提出するものとする。 
(1) 交付申請書（別記第１号様式） 
(2) 事業計画（実績）書（別記第２号様式） 
(3) 申請者が船荷証券に記載のない最終荷主等のときには、補助金申請者に

係る確認書（別記第３号様式） 
(4) 第２条第２項第３号横浜港利用加算を申請するときには、横浜港利用加

算の同意書（別記第 12 号様式） 

(5) その他会長が必要と認める書類 
 
（交付決定） 

第５条 会長は、前条の申請書を受理したときは、申請内容の審査及び必要に応

じて調査等を行い、補助金の交付が適当であると認めるときは補助金の交付

を決定し、申請者に交付決定通知書（別記第５号様式）により通知する。 
 
（交付の条件） 

第６条 次に掲げる事項は、補助金の交付の決定がなされた場合において付さ

れた条件となるものとする。 
(1) 補助事業の内容の変更（ただし、補助金の額の増加を伴わず、第２条第１

項に規定するそれぞれの事業ごとの計画取扱量について 30 パーセント以内

の増減を生ずる変更を除く。）をする場合は、速やかに事業変更（中止・廃

止）申請書（別記第６号様式）を会長に提出してその承認を受けること。 
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、事業変更（中止・廃止）申請書

（別記第６号様式）を会長に提出してその承認を受けること。 
２ 会長は、前項の規定による申請があった場合には、その内容を精査し、変更

等をしたときは、変更（中止・廃止）承認通知書（別記第７号様式）により申

請者へ通知するものとする。 
 
（申請の取下げ） 

第７条 申請者は、第５条の規定による補助金の交付の決定の内容又は前条の

規定により付された条件に不服があるときは、補助金の交付の決定の通知を



受けた日から起算して７日を経過する日までに、書面により申請の取下げを

することができる。 
２ 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の

交付の決定はなかったものとみなす。 
 
（実績報告及び補助金の請求） 

第８条 申請者は、補助事業が完了したときは、完了の日（補助事業の廃止の承

認を受けた場合は、その日）から起算して 30 日を経過した日又は令和５年１

月 20 日のいずれか早い期日までに、以下の必要書類を添えて会長に提出する

ものとする。 
(1) 事業完了（廃止）実績報告書兼補助金請求書（別記第８号様式） 
(2) 事業計画（実績）書（別記第２号様式） 
(3) その他会長が必要と認める書類 

 
（消費税等仕入控除税額） 

第９条 申請者は、第２条第２項第２号に該当する場合、補助金の交付の申請及

び実績の報告をするに当たっては、当該補助金に係る消費税額及び地方消費

税額に係る仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相

当額のうち、消費税法（昭和 63 年法律第 108 号）の規定により仕入れに係る

消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法（昭和 25 年法

律第 226 号）の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補

助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。）を減

額するものとする。ただし、申請及び報告時において消費税等仕入控除税額が

明らかでないものについては、この限りでない。 
２ 申請者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に

係る消費税等仕入控除税額が確定した場合は、消費税額の確定報告書（別記第

９号様式）を会長に提出するものとする。 
３ 会長は、前項の報告があった場合は、当該消費税等仕入控除税額の全部又は

一部について、その返還を請求するものとする。 
 
（補助金の審査） 

第 10 条 会長は、第５条の交付決定及び第 11 条の補助金の額の確定における

審査の過程において、提出された書類のみで補助要件等を満たしているか確

認できない場合は、新規・シフト貨物集貨促進事業補助金に係る取扱貨物量の

確認について（照会）（別記第 10 号様式）により海運貨物取扱業者等関係者

に照会することができる。 
 
（補助金の額の確定及び交付） 

第 11 条 会長は、第８条の実績報告書兼補助金請求書を受理したときは、報告

内容の審査及び必要に応じて調査等を行い、補助事業の成果が補助金の交付

の決定の内容及びこれに付けた条件に適合すると認めたときは、交付すべき

補助金の額を確定し、確定通知書（別記第 11 号様式）により申請者に通知す



るとともに、補助金を交付するものとする。 
 
（交付決定の取消し） 

第 12 条 会長は、虚偽の申請若しくは不正行為があると認められた場合又は交

付決定の内容若しくはこれに付けた条件その他法令等に違反した場合には、

補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 
２ 前項の規定は、補助金の額の確定があった後においても適用する。 
３ 会長は、第１項の取消しをした場合には、速やかにその内容を申請者に通知

する。 
 
（補助金等の返還） 

第 13 条 会長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消し

に係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、その返還を請求する

ものとする。 
 
（加算金） 

第 14 条 申請者は、第 12 条第１項の規定による取消しに関し、第 13 条の規定

により補助金の返還を請求されたときは、その請求に係る補助金の受領の日

から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額（その一部を納付した場合に

おけるその後の期間については、既納額を控除した額）につき年 10.95 パー

セントの割合で計算した加算金を会長に納付しなければならない。 
 
（延滞金） 

第 15 条 申請者は、補助金の返還を請求され、これを納期日までに納付しなか

ったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につ

き年 10.95 パーセントの割合で計算した延滞金を会長に納付しなければなら

ない。 
 
（帳簿の保存） 

第 16 条 申請者は、補助事業の状況、補助事業の経費の収支その他補助事業に

関する事項を明らかにする書類、帳簿等を備え付け、これらを当該事業が完了

した年度の翌年度から５年間保存しなければならない。 
 
（その他） 

第 17 条 この要領に定めるほか、必要な事項は会長が別に定める。 
 

附 則 
 この要領は、令和４年７月１日から実施する。 
 


